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全法連青連協 健康経営プロジェクトアドバイザー 吉村 健佑 氏の総評コメント 

 

全法連青連協の健康経営プロジェクトのアドバイザーを仰せつかっております吉村です。 

皆さま、本日の事例発表はお疲れ様でございました。 

さて、このたび就任された高市新総理は総裁選の勝利後に「働いて働いて働いて働いて働

いてまいります」と仰っていました。 

精神科医・産業医の立場から申しますと、言い過ぎではないかとの声もございますが、国

のトップとしての覚悟を示されたということで、私個人的にはよかったと思います。 

実は総理もご存知かもしれませんが「働いて働いて働いて」も健康を害したり、寿命を縮

めるとのはっきりしたエビデンスは無いのです。それよりも睡眠をとらないと死ぬという

エビデンスは沢山あります。でありますので、働きまくっても 1 日 7 時間の睡眠をとれば

よいのです。 

高市総理の会見では「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」と仰った後に「毎日

7 時間の睡眠をとります」と仰れば完ぺきなスピーチだったと思いますが、この睡眠に関し

ては皆さんにもよく覚えておいていただきたいと思います。 

本日は 10 事例の発表がございましたが、事前の書類審査を含め楽しく拝見させていただ

きました。そのうえで二点ばかり申し上げたいと思います。 

まずは租税教室、租税教育活動との連動という点です。本日の事例発表の前半では租税教

育活動プレゼンテーションがございましたが、どの発表も非常に完成度が高く、エフォート

（取り組みに対する情熱）がとても冴えてました。中には、親子での租税教室を展開するこ

とで家族内での知識の普及に取り組んだ事例などもございました。 

社会保障においても負担と給付の両面がある中で、租税教室の目的は、税などの負担につ

いて皆さんで理解しましょう、ないしはそのことに対して納得を得てもらいましょうとい

うのが大きな主旨だとすると、給付については、これはまさに健康経営の取り組みが当ては

まると思います。 

医療の使い方であるとか、生産性向上の出口として、できるだけ公的な負担をかけない生

き方、働き方をどうしたらよいのだろうか考え実行することがまさに法人会版の健康経営

であるわけです。 

このことからも、健康経営と租税教室のハイブリットを、各地域の中でもっと考えていた

だけたらよいのではないでしょうか。これがまず一点目です。 

次に、親会との連動、これが二点目です。 

青連協から始まった健康経営プロジェクトですが、開始から 8 年が経過し、この健康経

営大賞も今回の山梨大会で 5 回目を迎え、大きなアドバンテージを青年部会は持っていま

す。また、今年度に全法連の親会では健康経営の常設委員会が設置されましたが、これは法

人会として大きな前進であると思います。 



一方で、親会の方々は構成年齢が高く医療や介護に近い存在ですが、まだまだ正確な情報

ですとか、医療費の適正化についても伝わりにくい世代であります。 

例えば、先日も或る単位会役員の方とお話しする機会を得ましたが、その方は「自分は絶

対にジェネリック医薬品を使わない」と仰っていました。このことでもお分かりのように、

親会には「伸びしろ」がまだまだあります。 

青連協は 5 年、6 年のアドバンスを持っていますので、各地域の中で親会を飲み込むぐら

いの形で活動を展開しませんか、というのが私の提案です。 

各地の法人会では、親会で始めてみたもののこれから何をしてよいのか分からない、とい

う局面がしばらく続くでしょうから、その状況に乗じて青年部会がイニシアティブをとっ

て進めてしまいましょうというのが私からの期待、と申しますか提案です。 

最後に、各事例を拝見していて素晴らしいと思いますのは、自分の事業所でできることは

やりましょう、自分の地域でできることはやりましょう、という非常に前向きな姿勢です。 

近年の人口減少や低い経済成長において、どちらかというと新たな取り組みをためらい

がちな中で、エビデンスを持ち、なおかつ効率化することによって前進できる部分を、我々

から提案することはもっとできると思います。自分たちならばできること、自分たちにしか

できないことはまだまだ沢山あると思います。 

私もこのプロジェクトに関わらせていただいたからには、とことんお付き合いしたいと

思っております。 

何かお困りのことがあれば、可能なご協力はさせていただきたいと思います。 

総評は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。 


